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第
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刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
に
関
す
る
質
問
主
意
書

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
に
「
死
刑
の
言
渡
を
受
け
た
者
が
心
神
喪
失
の
状
態
に
在
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
の
命
令
に

よ
つ
て
執
行
を
停
止
す
る
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
に
あ
る
「
心
神
喪
失
の
状
態
」
と
は
、
ど
の
様
な
状
態
を
示
す
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

死
刑
判
決
を
受
け
た
者
が
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
で
い
う
「
心
神
喪
失
の
状
態
」
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、

誰
に
よ
り
、
ど
の
様
な
方
法
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

過
去
に
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
の
適
用
を
受
け
、
死
刑
執
行
を
停
止
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
そ

の
具
体
的
事
例
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

四

過
去
に
死
刑
判
決
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
の
適
用
を
受
け
、
「
心
神
喪
失
の
状
態
」
に
あ

る
と
判
断
さ
れ
、
医
療
刑
務
所
、
ま
た
は
精
神
科
病
院
へ
移
送
さ
れ
た
者
は
い
る
か
。

五

昭
和
四
十
一
年
に
静
岡
県
で
発
生
し
た
強
盗
殺
人
放
火
事
件
で
犯
人
と
さ
れ
、
死
刑
が
確
定
し
た
が
、
冤
罪
を
訴
え
て
再

審
を
請
求
し
て
い
る
元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
の
袴
田
巖
氏
の
弁
護
団
（
以
下
、
「
弁
護
団
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
二
十
年
十
一

月
七
日
法
務
省
を
訪
問
し
、
同
省
の
矯
正
局
成
人
矯
正
課
補
佐
官
、
刑
事
局
参
事
官
、
同
局
企
画
調
査
室
長
が
「
弁
護
団
」

一



に
応
対
し
た
と
承
知
す
る
。
そ
の
際
「
弁
護
団
」
よ
り
、
森
英
介
法
務
大
臣
あ
て
の
、
袴
田
巖
死
刑
囚
（
再
審
請
求
中
）
に

関
す
る
病
院
移
送
及
び
死
刑
執
行
停
止
の
申
入
書
（
以
下
、
「
申
入
書
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
付
で
日
本

精
神
神
経
学
会
・
法
倫
理
関
連
問
題
委
員
会
・
多
摩
あ
お
ば
病
院
の
中
島
直
医
師
ら
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
死
刑
確
定
者

（
再
審
請
求
中
）
袴
田
巖
氏
の
精
神
状
態
に
関
す
る
意
見
書
（
以
下
、
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
及
び
平
成
十
九
年
十
一
月

七
日
付
で
国
立
精
神
・
神
経
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
研
究
所
岡
田
幸
之
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
鑑
定
書
（
以
下
、
「
鑑
定

書
」
と
い
う
。
）
が
手
渡
さ
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
右
の
三
通
は
い
つ
森
大
臣
に
手
渡
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

森
大
臣
は
右
の
「
申
入
書
」
、
「
意
見
書
」
、
「
鑑
定
書
」
に
自
ら
目
を
通
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

七

「
申
入
書
」
、
「
意
見
書
」
、
「
鑑
定
書
」
に
対
す
る
森
大
臣
の
見
解
如
何
。

八

昨
年
四
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
第
四
分
科
会
に
お
い
て
、
当
時
の
鳩
山
�
夫
法
務
大
臣

は
心
神
喪
失
状
態
に
あ
る
死
刑
囚
に
つ
い
て
「
心
身
の
状
況
、
と
り
わ
け
心
神
喪
失
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
死
刑
の
執
行
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
矯
正
局
長
に
も
い
つ
も
申
し
上
げ
て
、
こ
れ
は
徹
底
し
て
精
査
す
る
よ
う
に
、
常

に
精
査
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
と
し
て
は
命
じ
て
い
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
袴
田
氏
が
刑
事

訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
で
い
う
「
心
神
喪
失
の
状
態
」
に
あ
り
、
死
刑
執
行
が
停
止
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、
こ
れ
ま
で
法

二



務
省
に
お
い
て
き
ち
ん
と
し
た
検
討
は
な
さ
れ
て
き
た
か
。

九

袴
田
氏
は
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
九
条
の
「
心
神
喪
失
の
状
態
」
に
あ
り
、
死
刑
執
行
が
停
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
森
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


